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ご注意いただくこと

　お控えがご入用でしたら、恐れ入りますが、ご自身でコピーをお取りください。

※「ゆうちょ銀行」をご利用される方、または水道局が送料負担できる専用用紙をご希望の方は
大阪市水道局お客さまセンター　電話　06-6458-1132　までお問い合わせください。

この用紙は直接 銀行にお持ちいただけません。必ず大阪市水道局にご送付ください。

なお、送料および封書代はお客さまのご負担になります。あしからず、ご了承ください。

（お送りいただくところ）

取 扱 金 融 機 関

ご 使 用 場 所

ご 使 用 者 名

大阪市

調 定 番 号

お 電 話 番 号

平日9～17時のご連絡先

区

住宅名 号室

号

１．普通預金（総合）

(

( )

)

等預金口座振替依頼書

月年

　私は、大阪市水道局へ支払う水道料金等を下記預金口座から預金口座振替により支払うこととしたいので、下記の約定に基づき依頼します。

大阪市
下 水 道 使 用 料

丁目

金融機関コード 店舗コード 預金種別

金融機関お届け印

☆お取引口座　（ゆうちょ銀行はご利用いただけません。）

口座名義
（フリガナは必ずご

記入ください。）

番

-

口座番号（右づめでご記入ください）

水 道 料 金

日

棟

-

〒553-0003
大阪市福島区福島３丁目１４番２４号

福島阪神ビルディング ４階

大阪市水道局 お客さまセンター あて

検針時にお渡ししていま
す「水道使用量等のお
知らせ」などをご参照く
ださい。

口座振替でお支払いを
していただくご使用場所
をお書きください。

水道局にお届けになっ
ているご使用者名をお
書きください。

金融機関にお届けに
なっている印鑑を押印し
てください。

金融機関にお届けに
なっているご名義をその
ままお書きください。
短縮や省略をされます
と金融機関で不受理に
なる場合があります。
なお、尼崎信用金庫を
ご利用のお客さまは口
座名義を必ず自筆にて
お願いします。

普通預金か、当座預金
かを選択してください。

銀行・信用金庫・信用組合・農協・労働金庫
のいずれかを選択してください。

本店・支店・出張所の
いずれかを選択してく
ださい。
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大阪市
水 道 料 金

等預金口座振替依頼書
下 水 道 使 用 料

取 扱 金 融 機 関

　私は、大阪市水道局へ支払う水道料金等を下記預金口座から預金口座振替により支払うこととしたいので、下記の約定に基づき依頼します。

年 月 日

調 定 番 号 - -

ご 使 用 場 所
大阪市 区 丁目 番 号

住宅名 棟 号室

お 電 話 番 号 (

ご 使 用 者 名

)

平日9～17時のご連絡先 ( )

☆お取引口座　（ゆうちょ銀行はご利用いただけません。）

口座名義
（フリガナは必ずご

記入ください。）

金融機関お届け印

金融機関コード 店舗コード 預金種別 口座番号（右づめでご記入ください）

１．普通預金（総合）

※取扱金融機関ご使用欄
〈　約　　　定　〉 検印 不備理由 取扱金融機関確認印欄

1 　貴金融機関に大阪市水道局から水道料金等の納入通知書が送付され 1 口 座 番 号 相 違
たときは、私に通知することなく、振替日に納入通知書記載の金額を

2 種目相違・未記入預金口座から引落しのうえ支払ってください。この場合、預金規定ま
印鑑照合

たは当座勘定規定にかかわらず、預金通帳、同払戻請求書の提出また 3 名 義 相 違
は小切手の振り出しはしません。

4 印 鑑 相 違
2 　振替日において納入通知書記載の金額が預金口座から払い戻すこと 5 口 座 な し受付

ができる金額（当座貸越を利用できる範囲内の金額を含む）を超える
その他ときは私に通知することなく、納入通知書を大阪市水道局に返却して

確　認 受　付

もさしつかえありません。

3 　私の都合により、預金口座振替契約を中止するときは、貴金融機関

4 　この預金口座振替について仮に紛議が生じても、貴金融機関の責に

※水道局使用欄に届け出ます。なお、長期間にわたり大阪市水道局から請求がないな
ど相当の理由があるときは、特に申し出のない限り、貴金融機関は契

よる場合を除き、貴金融機関には迷惑をかけません。

備考

営特　3-364-1

約が終了したものとして取り扱ってさしつかえありません。
担当課長 担当係長


